
建 保 発 第117号

平成28年9月9日

事 業 主 様

兵庫県建築健康保険組合

理事長 森 長 義

個人番号 （マイナ ンバー）の利用の開始に伴 う事務取扱 について

初秋 の候、ますます ご清栄の こととお喜び 申し上げます。

平素は、当健康保険組合 の事業運営 について、格別のご理解 とご協力 を賜 り、厚 くお

礼 申し上げます。

さて、社会保障 ・税番号制度 （以下 「マイナ ンバー制度」 とい う。）については、平成

27年10月 から、国民一人ひ とりに12桁 の番号 （以下 「個人番号 くマイナ ンバー）」

とい う。）が付番 され、平成28年1月 か ら」頂次、社会保障、税、災害対策の各分野で導

入 されているところです。

当健 康保険組合 においては、平成29年1月 か ら個人番号 （マイナンバー） を利用 し

て事務 を実施す る予定です。

つ きま しては、個人番号 （マイナンバー） の利用 の開始に伴 う事務取扱について、下

記 の とお りお知 らせ しますので、事業主、被保険者及び被扶養者 の皆様 のご理解 とご協

力を賜 ります よ う、 よろ しくお願いいた します。

記

1マ イナ ンバー制度の概要につ いて

1目 的

国民一人ひ とりに12桁 の番号 （マイナ ンバー） が付 番 され、社会保障 ・税 ・災

害対策 の分野 において、マイナンバーを利用 して各行政機 関等が保有、管理す る個

人情報 を一元的に管理 ・把握す ることで、①国民の利便性 の向上、②行政機 関等で

の事務の効率化、③社会保障や税の負担の公平化等 を図ることを目的 としています。

2制 度導 入 スケ ジ ュー一ル

平 成27年10、 月～

・ 国民一人ひ とりに住民登録 している市区町村 か らマイナ ンバー （12桁 の番
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号）が通知 されます。

平成28年1月 ～

・ 社会保障 ・税 ・災害対策の行政手続 きで利用が開始 され ます。
・ 本人が住民登録 している市区町村 に申請 を行 うこ とで、マイナ ンバーカー ド

が交付 されます。

※ マイナンバーカー ドには、氏名 、住所 、生年月 目、性別、個人番号等

が記載 され、本人の写真が表示 され、かっ、 これ らの事項がICチ ッ

プに も記録 されます。

平成29年1月 ～

・ 国の行政機関間で情報連携が開始されます。

平成29年7月 ～

・ 地方公共団体、医療保険者 （健康保険組合等）との情報連携が開始されます。

3マ イナンバーの取得

マイナ ンバーが各個人に通知 されま した ら、事業主は被保険者か ら被扶養者 を含

むマイナンバーの提供 を受 け、平成28年1月 以降に健康保険組合に届 出 していた

だ くことにな ります。

マイナ ンバ ーの運用開始後は、健康保 険の各種手続 きの際 に、マイナンバーを届

書等に記載 していただ くことにな りますので、各種届書の様式は現在のものか ら変

更 される予定です。

健康保 険 ・厚生年金保険 の適用関係では、平成29年1月 か ら次の様式が変更 さ

れ る予定です。

・ 健康保険 ・厚生年金保険被保険者

・ 健康保険 ・厚生年金保険被保険者

・ 健康保険 ・厚生年金保険被保険者

・ 健康保険 ・厚生年金保険被保険者

・ 健康保険 ・厚生年金保険被保険者

・ 健康保険被扶養者 （異動）届 等

資格取得届

資格喪失届

報酬月額算定基礎届

報酬月額変更届

賞与支払届

また、適用関係以外 にも、療養費、傷病手当金、高額療養費、出産手当金、出産

育児一時金 、埋葬料 （費）等の保険給付 の申請 にかかる手続 きにお いて もマイナ ン

バーが利用 され ることが予定されています。

4マ イナンバーの受 け取 りか ら提供までの流れ

顕9 被保険者

被扶養者
③Es ③

↓ 健康保険組合

① 市 区町村か らマイナンバーが記載 された 「通知 カー ド」が該 当者 の手元に届 き
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ます 。 （平成27年10月 ～）

② 被保険者が ご本人 と被扶養者全員のマイナ ンバーを事業所 に提供 します。
・マイナ ンバーを取得す る際は、法律 の範囲内で利用 目的を特定 して明示 して

お くことになってお り、明示 していない 目的で利用す る場合 は、改めて本人

に通知等 により明示す る必要があ ります。

被保険者等か らマイナンバーを取得す る際は、必ず 「健康保険届出事務」 に

使 用 す る旨を明示 して くだ さい。

・マイ ナ ンバ ー を取 得す る際 は、「番 号確認 」と 「身分確 認 」が 必要 とな ります 。

詳 し くは 、内閣府 ホー ムペー ジの 「本 人確 認 の措置 につ いて」

（http：〃www．eas．go，jp／jp／se担aku／bangoseido／pdf7kakunin．pdi） を確 認 して

くだ さい。

③ 事業所は被保険者か ら受けた被扶養者分を含むマイナンバーを健康保険組合に

提供 します。

1個 人番号 （マイナ ンバー）の収集に関する事務処理について

当健康保険組合 として、被保険者及び被扶養者の皆様 の個人番号 （マイナ ンバー）

を収集するに当り、個人番号の収集対象者 、収集方法、事務処理体制及び事務処理 ス

ケジュールについて、別添の とお り、「個人番号 （マイナンバー）の収集 に関する事務

処理基本計画書」 （概要） を策定 し、その計画に基づいて事務処理を行います ので、事

業主、被保険者及び被扶養者の皆様のご理解 とご協力をお願いいたします。

皿 適用関係届等の回付事務の廃止について

厚生年金保険の適用関係届 （賞与支払届 を除 く。）については、現在 、事業主様か ら

当健康保険組合へ提出 していただき、当｛建康保 険組合は 日本年金機構へ回付 している

ところです。

平成29年1月 か ら、前記1の3の とお り、適用関係届 の様式が変更 され、個人番

号欄 が設け られる予定です。

健康保険組合 は、厚生年金保険の適用関係届に係 る個人番号 （特定個人情報） を取

扱 うことができないため、次 のとお り、回付事務 を廃止 しなければな らなくな りま し

たので、事業主様のご理解 とご協力 をお願いいた します。

1厚 生年金保険の適用関係届 を健康保険組合経 由で 日本年金機構へ回付 してい る

事務については、事業主様へのワンス トップサー ビス として実施 しています。

2社 会保 障 ・税番号制度 の導入 に伴 い、被保険者資格 取得届等の適用関係届 に、

個人番号 を記載す る予定 となっています。

3「 行政手続にお ける特定の個人を識別するための番号の利用等 に関す る法律 」

に、個人番号の利用範 囲な どが定められてお り、健康保険組合では、個人番号 （特

定個人情報） が記載 された厚生年金保険の適用関係届 を取扱 うことができな くな

ります。

4こ のこ とによ り、個人番号が記載 された厚生年金保 険の適用関係 届は、健康保

険組合を経由せず、事業主様か ら直接、 目本年金機構へ提出していただく取扱い

とさせていただきます。
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また、個人番号の記載のない適用関係届 も同様の取扱い とさせていただきます。

5厚 生年金保険 の適用 関係届 を 目本年金機構に提出 された後 、届 け出た内容に変

更があった場合は、健康保険組合 にその旨を連絡 していただきます ようお願い し

ます。

6郵 送による厚生年金保険の適用関係届書 の提出先は、年金事務所 ではな く、管

轄 の事務セ ンターに送付 されるよ う日本年金機構 か ら協力依頼が されています。

○ 送付先 （郵便番号 と事務セ ンター名 のみで届 きます。）

〒651－8514日 本年金機構 兵庫事務セ ンター行

7こ の取扱いの実施時期は次の とお りとします。

（1）試行期 間 （周知期間） 平成28年11月1日 か ら平成28年12月31日

まで

平成28年11月1目 か ら、 日本年金機構へ直接提出 していただきます。

当健康保 険組合へ提出 された場合は、電話等で取扱いの変更 をお知 らせ し

た上、 日本年金機構 へ回付 します。

（2）本格実施時期 平成29年1月1日

当健康保険組合 へ提出 された場合は、事業主様 に返戻 します。

国民年金の第3号 届 についても、厚生年金保 険の適用関係届 と同様に、平成28年

11H1目 か ら、健康保 険組合 を経 由せず、事業主様 か ら、 日本年金機構へ提出 して

いただ く取扱い とさせていただきます。

なお、健康保険組合における医療保険者 の証明は、当面、現行 どお りとさせていた

だきます。証明 した後、事業主様 に返送 しますので、事業主様か ら日本年金機構 へ提

出 していただ きます ようお願い します。

今後、第3号 届の取扱いに変更があった場合 は、お知 らせ させていただきます。
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別 添

平成28年9月1日

個人番号 （マイナンバー）の収集に関する事務処理基本計画書 （概要）

兵庫県建築健康保険組合

1目 的

この基本計画書は、個人番号の収集 に関す る事務処理 を円滑に実施 し、 「行政手続にお

ける特定 の個人 を識別す るた めの番号の利用等 に関す る法律」上の情報提供者 としての

責務 を果たす ことができるように策定す るものである。

なお、この基本計画書 の内容について、変更又は追加 を要す る場合は、すみやかに、

適切 に対応す ることとす る。

互 個人番号の収集対象者

1平 成29年L月1日 時点の既存加入者 （被保険者 ・被扶養者）

2平 成29年1月1目 か らの新規加入者 （被保 険者 ・被扶養i者）

皿 個人番号の収集方法

1一 般被保険者及びその被扶養者

（1）平成28年9月30目 現在の既存加入者 の収集は、事業所が希望す る提供方法 を

照会 し、事業所の希望 を確認の上、次のいずれかの方法 とす る。

① 加入者の個人情報データを記載 した紙媒体を事業所に送付 し、紙媒体の個人番

号記載欄に個人番号を記載して返送 していただく方法 （紙媒体方法）

② 加入者の個人情報データを収録 した電子媒体 （CD－RW） を事業所に送付 し、

電子媒体の個人番号入力エ リアに個人番号を入力 して返送 していただく方法 （タ
ーンアラウンド方法）

③ 加入者 の個人情報データを収録 していない電子媒体 （必須項 目 （※） を仕様 と

す る空のエクセルデータフdi・一ムのCD－RW） を事業所に送付 し、事業所の人

事 ・給与 システムか ら必須項 目をダウンロー ドした上、電子媒体に必須項 目を入

力 して返送 していただ く方法 （ダ ウンロー ド方法）

※必須項 目は、次の項 目で あ り、③④⑤ は数字 コー ドを入力す る。
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①健保記号 ・番号

②漢字氏名 （全角のみ）

③性別 （男11女 ：2）

④生年月 目 （昭和 ：5平 成17）

⑤続柄 （双子、三つ子の場合のみ入力が必要。長男 ：31次 男 ：32三

男 ：33長 女 ：41次 女 ：42三 女 ：43）

⑥個人番号

（2）平成28年10月3日 （月）か ら平成28年12月28目 （水）までに届け出 さ

れた新規加入者の収集 は、健康保険組合か ら該 当事業所 に、前記（1）の① に準 じた加

入者 の個人情報デー タを記載 した紙媒体 を送付 し、紙媒 体の個人番号記載欄 に個人

番 号を記載 して返送 していただ くこととす る。

（3）平成29年1月1目 以降に届け出 され る新規加入者の収集 は、様式が変更 され る

被保険者資格取得届、被扶養者届に個人番号 を記載 して提 出 していただ くこととす

る。

2任 意継続被保険者及びその被扶養者

「住基ネ ッ トか らの個人番号取得要領 」（厚生労働省保 険局策定）により、電子媒体

を利 用 し、住基ネ ッ トか ら個人番号 を取得す る。

※ 支払基金に個人番 号の照会要求CSVフ ァイル （電子媒体） を送付 し、支払

基金 は、住基ネ ッ トを運営す る地方公共団体情報 システム機構 に照会 し、支払

基金 を経 由 して、個人番号が格納 され た電子媒体が返却 され る （3～4週 間程

度を要す る）。

なお、支払基金 に電子媒体 を送付す る際は、一定の要件 （※）を満たすセキ

ュリテ ィ便を利用す る。

○ 一定の要件
・ 電子媒体 を施錠可能な衝撃防止 ケースに入れて持ち運ぶ こと。
・ 荷物の追跡 が可能であること。

3個 人番号の提供を拒否するなど個人番号の取得が困難である者

個人番号の提供 を拒否す る者 に対 しては、健康保険制度やその他の制度 に個人番号

が必要 となることを懇切丁寧に説明 し、 ご理解 をいただ くよ う努めることとする。

その上で、個人番号の取得が困難である場合は、唯 基ネ ッ トか らの個人番号取得要

領」により、電子媒体を利用 し、住基ネ ッ トか ら個人番号 を取得す る。

1▽ 事務処理体制

（責任者） 常務理事

（総括） 事務長

（事務処理担当） 職員
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V事 務処理スケ ジュール

1平 成28年9月15日 （木 ）

事業所に、個人番号の提供方法を照会す る。
・回答期限 平成28年9 ．月30日 （金）

2平 成28年10月3日 （月 ） ～平成28年10月25日 （火 ）

KOSMO－network21（ ダイ ワシステム）で管理 してい る個人情報 （C

SVデ ー タ） を活用 して、平成28年9月30日 （金）現在 の収集対象者 について、

各事業所単位 に分割 し、アンケー ト調査の結果 に基づいて、紙媒体又は電子媒体 （C

D－RW） に複写す る。

3平 成28年11月1日 （火 ）

事業所 に、 「加入者の個人番号 （マイナンバー） の提 出について （依頼）」文書 に、

事業所の希望に応 じて、返送用の①紙媒体、②加入者 の個人情報デー タを収録 した電

子媒 体 （CD－RW） 又 は③加入者の個人情報デー タを収録 していない電子媒体 （C

D－RW） を添付 して送付す る。

なお、返送用 として、レターパ ックライ ト （※） を同封する。
・i提出期 限 平成28年11月30目 （水）

※ レターパ ックライ トは、追跡可能で、郵便物の配達状況を確認 でき、郵便 ポ

ス トか らの投函が可能 である。

4平 成28年12H5日 （月）

前記3の 未提出者について、督促す る。
・提 出期限 平成28年12月16日 （金）

5平 成28年11月 ～ 平成28年12月26目 （月 ）

① 提供 された電子媒体による個人情報データ （個人番号 を含む。） を、 ダイ ワシステ

ムに登録す る。

② 提供 された紙媒体による個人情報 （個人番号） を、ダイ ワシステム （個人番号新

規登録画面）に、手入力で登録す る。

なお、登録処理後、処理結果 リス トを添付 して決裁 を受 ける。

6平 成28年12月12目 （月）

任意継続被保険者及びその被扶養者 について、 「住基ネ ッ トか らの個人番 号取得 要

領」 によ り、支払基金に照会要求CSVフ ァイル を送付する。

7平 成29年1月6日 （金）
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平成28年10月3日 （月）か ら平成28年12月28日 （水）までに届け出され

た新規加入者 について、健康保険組 合か ら該 当事業所に、加入者 の個人情報デー タを

記載 した紙媒体 （個人番号記載欄 を設 けてい る。） を送付す る。

なお、返送用 として、 レターパ ックライ トを同封す る。
・提出期 限 平成29年1月16日 （月）

8平 成29年1月27日 （金 ）

個人番号 を取得で きなかった対象者 について、「住基ネ ッ トか らの個人番号取得要

領」 により、支払基金に照会要求CSVフ ァイルを送付す る。
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個 人 番 号 登 録 伝 票 紙媒体方法

一一

事業所記号 事業所名称

100 健康建設株式会社

※生年月 日は和暦表示で先頭番号 は、7：平成、5：昭和となり吏す。

連番 番号 漢字氏名 性別 年月 日 続柄壌鰍 遁麟達 ㌫
1 1 健康 太郎 男 5400930 本 人 ．

2 1 健康 花子 女 5420930 妻

3 1 健康 一郎 男 7040505 長男

4 2 建築 一 男 5290105 本人

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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